
浄水場の計器等の監視業務等に従事する職員の勤務時間等に関す

る規程

（昭和60年 5月 7日 訓令第1号）

改正 昭和61年 4月 1日訓令第１号

改正 平成 3年12月25日訓令第１号

改正 平成12年 3月27日規程第５号

職員の服務に関する規程（昭和５３年規程第３号）第８条第４項の規定に基づき、浄水場の計器

等の監視業務等に従事する職員の勤務時間等について次のように定める。

記

１.勤務の態様

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３２条第２項の規定に基づく変形労働時間制とし、そ

の態様は２勤務体制とする。

２.勤務時間及び区分は次のとおりとする。

日勤 午前８時４５分から午後５時１５分まで

夜勤 午後５時１５分から午前８時４５分まで

３.休憩、休息時間

休 憩 休 息

日 勤
勤務時間の途中に 勤務時間の途中に

４５分 ２回 各 １５分

夜 勤
勤務時間の途中に 勤務時間の途中に

１時間３０分 ２回 各 １５分

４.勤務日及び休日等の指定

日勤・夜勤勤務者以外の事務局職員の勤務時間との調整を図り、企業長が勤務割の中で指定する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則

この規程は、昭和６１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成４年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年３月２７日規程第５号）

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。
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